
2026（令和８）年度 愛知みずほ大学大学院研究生 出願要項 

 

1．研究生制度とは 

本学大学院研究科において、あらかじめ研究の主題を定め、特定の教員の指導により研究する制度で

す。（単位は付与されません。） 

 

2．出願資格 

 （1）修士の学位を有する者。 

（2）（1）の者と同等以上の学力を有し、本学大学院研究生として適当と認められた者。 

 

3.受入定員 若干名 

 

4．出願期間・選考結果通知日・入学手続締切日 

対象 出願期間 選考結果通知日 入学手続き締切日 

4 月開始（前期） 2/16（月）～ 2/26（木） 3／11（水） 3／18（水） 

9 月開始（後期） 6/29（月）～ 7/3（金） 7/17（金） 7/24（金） 

※窓口取扱時間 平日 8:30～17：30（土・日・祝日は窓口受付を行いませんので注意してください。） 

 

5．出願書類 

（1）研究生入学願書【様式１】 

＊入学検定料振込時の受領書（原本）、もしくはコピーを願書の裏側に添付してください。 

（2）履歴書【様式２】 

（3）最終学校の修了（卒業）証明書及び成績証明書 

（4）研究計画書【様式３】 

（5）勤務先を有する者は、所属長の承諾書又は推薦書 ※書式は自由 

 

6．出願方法 

 出願期間内に「5.出願書類」に記載の必要書類を、必ず「大学院研究生出願書類在中」と朱書し、「簡

易書留」又は「レターパックプラス」により郵送してください。書類は、出願期間内必着です。消印有

効ではありませんので注意してください。 

【郵送先】〒467-0867 名古屋市瑞穂区春敲町 2-13 愛知みずほ大学大学院 教務・学生室 

 

7．選考方法 

 書類審査及び面接により審査を行います。なお、本学教員の推薦がある場合、書類審査により面接を

免除することがあります。 



 

8．選考結果の発表（選考結果通知日は、前述「4.出願期間・選考結果通知日・入学手続締切日」参照） 

 郵送により選考結果（通知書）を送付します。 

 

9．入学手続および納付金 

 受け入れ許可者には、選考結果（通知書）とともに手続案内を送付します。入学手続締切日までに所

定の手続きを行ってください。なお、入学手続きの際に、下記の入学時納付金を納入してください。 

  入学時納付金 

     入学料  20,000 円 

     授業料 300,000 円（年額） 

  ※本学卒業生の入学料の納付は要しません。 

  ※前年度から継続の場合も、入学料の納付は必要です。 

  ※研究に要する費用は、研究生の負担となります。 

  ※既納の費用は理由の如何を問わず返還しません。 

 

10．個人情報の取扱い 

愛知みずほ大学は、出願手続においてご提供いただいた氏名、住所その他の個人情報について、「学校

法人瀬木学園個人情報の保護に関する規程」に基づき、安全かつ適正に取り扱います。 

 

11．その他補足事項・注意事項 

① 研究期間は原則として 1 年間です。引き続き（１年以上）研究を希望する者は、改めて出願する

必要があります。なお、研究期間は、通年 2 年を超えることはできません。また、半期（半年間）

で研究生をやめる場合は、教務・学生室に届け出る必要があります。 

② 入学は、前期開始は 4 月 1 日、後期開始は 9 月 18 日とします。 

③ 出願時に提出した出願書類の記載に偽りがあったことが判明した場合、また研究期間中に研究生と

して不適当※と認められた場合は、研究科委員会の議を経て研究生資格を取り消すことがあります

（除籍）。 

  ※不適当例…長期間指導教員のもとを訪れず、指導教員や職員が連絡しても応答がない。保証人に

連絡をしても応答がない、又は、保証人も研究生本人の所在がわからず連絡が取れない等 

④ 研究生にはその身分を証明するものとして「身分証」を交付します。研究期間終了後、教務・学生

室に返却してください。 

⑤ 研究生は、通学定期券及び学生割引証の利用はできません。ただし、公共交通機関の種類によって

は利用可能な場合がありますので、詳細は各運航会社にお問い合わせください。 

⑥ 本学は、自動車の通学は全面禁止です。自転車及びバイクは、登録・許可制により学内の専用駐輪

場を利用することができます。愛知県では自転車損害賠償保険等への加入が義務づけられています



ので、自転車を利用する場合は必ず加入してください。また、道路交通法の一部改正により、2023 年

４月１日から、年齢を問わず全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されています。ヘ

ルメットの着用にご協力ください。 

⑦ 研究生には、別に規定のない限り、学則に定める正規の課程の学生に関する規程を準用します。 

⑧ 研究生は当該年度の研究終了時に、研究報告書（研究結果）の提出が必要です。年度途中で研究を

終了される場合もその時点での研究報告書を提出してください。研究報告書の提出先は指導教員で

す。 

 

以 上 




